
10 

  第１で企業結合審査の対象となる企業結合については，当該企業結合によ

り結合関係が形成・維持・強化されることとなるすべての会社（以下「当事

会社グループ」という。）の事業活動について，第３～第５の考え方に従い，

当該企業結合が一定の取引分野における競争に与える影響を判断する。 

この場合における一定の取引分野については，以下の判断基準によって画

定される。 

１ 一定の取引分野の画定の基本的考え方 

一定の取引分野は，企業結合により競争が制限されることとなるか否か

を判断するための範囲を示すものであり，一定の取引の対象となる商品の

範囲（役務を含む。以下同じ。），取引の地域の範囲（以下「地理的範囲」

という。）等に関して，基本的には，需要者にとっての代替性という観点か

ら判断される。 

また，必要に応じて供給者にとっての代替性という観点も考慮される。 

需要者にとっての代替性をみるに当たっては，ある地域において，ある

事業者が，ある商品を独占して供給しているという仮定の下で，当該独占事

業者が，利潤最大化を図る目的で，小幅ではあるが，実質的かつ一時的では

ない価格引上げ（注２）をした場合に，当該商品及び地域について，需要者

が当該商品の購入を他の商品又は地域に振り替える程度を考慮する。他の商

品又は地域への振替の程度が小さいために，当該独占事業者が価格引上げに

より利潤を拡大できるような場合には，その範囲をもって，当該企業結合に

よって競争上何らかの影響が及び得る範囲ということとなる。 

供給者にとっての代替性については，当該商品及び地域について，小幅で

はあるが，実質的かつ一時的ではない価格引上げがあった場合に，他の供給

者が，多大な追加的費用やリスクを負うことなく，短期間(１年以内を目途)

のうちに，別の商品又は地域から当該商品に製造・販売を転換する可能性の

程度を考慮する。そのような転換の可能性の程度が小さいために，当該独占

事業者が価格引上げにより利潤を拡大できるような場合には，その範囲をも

って，当該企業結合によって競争上何らかの影響が及び得る範囲ということ

となる。 

なお，一定の取引分野は，取引実態に応じ，ある商品の範囲（又は地理的

範囲等）について成立すると同時に，それより広い（又は狭い）商品の範囲

（又は地理的範囲等）についても成立するというように，重層的に成立する

ことがある。また，当事会社グループが多岐にわたる事業を行っている場合

には，それらの事業すべてについて，取引の対象となる商品の範囲及び地理

的範囲をそれぞれ画定していくこととなる。 

（注２)「小幅ではあるが，実質的かつ一時的ではない価格引上げ」とは，

通常，引上げの幅については５％から 10％程度であり，期間につい
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